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１．対象水害を設定するための基本的考え方

①推計式等

洪水等の水害による被害想定は、ハザードマップ等により示された浸水想定に基づき、浸水深

度から床下浸水、床上浸水、半壊、全壊の建物（世帯数）を推計し、原単位を乗じることで算定

する（表１）。

表 1 水害に伴う災害廃棄物発生量推計に用いる原単位及び推計式

被害区分と
浸水深(m)

＜被害区分＞ ： 浸水深
床下浸水 ：0.0 ～ 0.5m
床上浸水 ：0.5 ～ 1.5m
半 壊 ：1.5 ～ 2.0m
全 壊 ：2.0 m 以上

発生原単位
（t/世帯）

＜被害区分＞
床下浸水 0.62 t/世帯
床上浸水 4.6 t/世帯
半 壊 6.5 t/世帯
全 壊 12.9 t/世帯

廃棄物量
推計式(t)

0.62 × 床下浸水(世帯) ＋ 4.6 × 床上浸水(世帯)
＋ 6.5 × 半壊(世帯) ＋ 12.9 × 全壊(世帯)

②ハザードマップ等

従来、洪水による浸水想定区域は、水防法（昭和 24 年 法律第 193 号）に基づき、堤防の設計

等の河川整備において基本となる降雨（計画規模降雨）を対象として設定されていた。現在は、

これまでの想定を超える浸水被害が多発していることから、平成 27 年 5 月に水防法が改正され、

想定し得る最大規模の降雨（想定最大規模降雨）を対象とした浸水想定区域への見直しが行われ

ている。

⇒したがって、本検討では想定最大規模降雨を対象とした浸水想定区域を用いて、水害による災

害廃棄物発生量を推計する。

２．浸水想定区域の設定状況

酒田市では最上川、新井田川、赤川について、庄内町では最上川について想定最大規模降雨に

よる浸水想定区域の見直しが行われ、それらに基づき洪水ハザードマップが更新されている。遊

佐町では洪水ハザードマップは公表していないが、町内を流れる月光川、庄内高瀬川について、

山形県が想定最大規模降雨による浸水想定区域の見直しを行い、結果を公表している。



表 2 浸水想定区域の設定状況

市町
国土数値情報の
浸水区域データ※1

洪水ハザード
マップの有無

洪水ハザードマップ
の対象河川

浸水想定区域の
対象降雨

酒田市 有 有

最上川、新井田川、
赤川

想定最大規模降雨

日向川、荒瀬川、
相沢川、田沢川

計画規模降雨

庄内町 有 有
最上川 想定最大規模降雨
京田川 計画規模降雨※2

遊佐町 有 無※3 ― ―
※1 国土交通省が平成 24 年度に公表した、計画規模降雨を対象とした浸水区域データ

※2 山形県が想定最大規模降雨の浸水想定区域を公表している。

※3 山形県が月光川、庄内高瀬川の想定最大規模降雨における浸水想定区域を公表している。

３．推計に用いる浸水想定

各市町において、想定最大規模降雨を対象とした浸水想定区域のうち、被害が最も大きくなる

と想定される河川を対象に推計を行う。

表 3 本検討で設定する水害被害想定

市町
国土数値情報の
浸水区域データ

洪水ハザード
マップの有無

対象河川
浸水想定区域の

対象降雨
酒田市 有 有 最上川 想定最大規模降雨
庄内町 有 有 最上川 想定最大規模降雨
遊佐町 有 無※ 月光川 想定最大規模降雨
※山形県が月光川の想定最大規模降雨における浸水想定区域を公表している。

４．ご提供いただきたいデータ

最上川、月光川の想定最大規模降雨を対象とした浸水想定区域のシェープ(shp)ファイル



【参考資料】水防法改正の概要

出典：国土交通省 HP（http://www.mlit.go.jp/river/suibou/pdf/suibouhou_gaiyou.pdf）


